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第４５回福島県入札制度等監視委員会議事録 

 

１ 委員会の概要 

（１）日時  平成２５年１１月２２日（水） 午後１時０５分から午後５時０５分   

（２）場所  杉妻会館３階 百合の間 

（３）出席者 

 ア 委員 

伊藤宏（委員長） 安齋勇雄 影山道幸 菅野晴隆 齋藤玲子 新城希子 田崎由子 

橘あすか 芳賀一英 藤田一巳 

イ 県側 

総務部政策監 入札監理課長 入札監理課主幹兼副課長 入札監理課主幹 

土木部技監 土木部次長 技術管理課長 建設産業室長 建設産業室主幹 

建築住宅課主幹（復興県営住宅担当） 建築住宅課主幹（復興公営住宅担当） 

農林総務課主幹 農林技術課長 入札用度課主幹兼副課長 

教育庁財務課主幹兼副課長 警察本部会計課次席 

 ウ 建設関係団体等 

（ア）一般社団法人福島県建設業協会会長他５名 

（イ）福島県総合設備協会会長他２名 

（ウ）福島県建設専門工事業団体連合会会長他２名 

（エ）福島県土木建築調査設計団体協議会会長他２名 

（オ）個別事業者 

（４）次第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）建設関係団体等からの意見聴取について 

   ア 一般社団法人福島県建設業協会 

     イ 福島県総合設備協会 

   ウ 福島県建設専門工事業団体連合会 

   エ 福島県土木建築調査設計団体協議会 

    オ 個別事業者 

（２）各委員の意見交換 

（３）その他 

３ 閉会 
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【入札監理課主幹兼副課長】 

 定刻となり したの 、ただい から「第４５回福島県入札制度等監視委員会」を開会いたし す。 

 議事に入り す前に、土木部から「浜通り地方の復旧・復興加速化の事業概要について」、御報告

いたし す。 

【土木部技監】 

 （資料「浜通り地方の復旧・復興加速化～事業概要」により説明） 

【入札監理課主幹兼副課長】 

 土木部技監は、公務の関係 、ここ 退席させていただき す。 

（土木部技監退室） 

【入札監理課主幹兼副課長】 

 それ は、議事につき して、伊藤委員長よろしくお願いし す。 

【伊藤委員長】 

 これより議事に入り す。 

 本日は、建設関係４団体及び個別事業者からの意見聴取を行い す。このうち、個別事業者の意見

聴取につき しては、個別事業者から匿名 の意見聴取を希望されていることから非公開 行い す

の 、傍聴者の方は、あらかじめ御了承願い す。 

 それ は、一般社団法人福島県建設業協会からの意見聴取を始め す。 

 本日は御多用のところ、御出席いただきありがとうござい す。本日の進め方につき しては、 

ず、本日の会議資料となっており す調査票に基づき、１５分程度 意見を述べてください。なお、

調査票は、事前に各委員に送付しており すの 、ポイントとなる点を簡潔に述べてください。その

後、各委員から質問をさせていただき すの 、御回答をお願いし す。 た、本日の議事について

は、県のホームページ 公表することとさせていただき すの 、あらかじめ御了承願い す。 

 それ は、よろしくお願いし す。 

【一般社団法人福島県建設業協会会長・専務理事】 

 （資料１により説明） 

【伊藤委員長】 

 ありがとうござい した。ただい の御意見につき して、事務局から説明がござい したら、お願

いいたし す。 

【入札監理課長】 

 時間の関係もござい すの 、主な項目について、御説明させていただき す。 

当入札監理課所管分から ござい す。 

１番目の総合評価方式についての（１）、いわゆる復興型について企業評価が正しく反映されるよ

うな評価項目の工夫が必要 はないかという御意見 ござい す。復興型につき しては、御存知の

とおり平成２５年度から、復旧・復興加速化の観点から入札手続きの短縮、簡素化を図るために復興

再生事業等にかかる工事を対象に、特別簡易型と同一の評価項目 評価させていただいているもの 

ござい す。特別簡易型の評価項目につき しては、平成２３年１１月に、価格と価格以外の評価バ

ランスを改善するため、点数が固定化しやすい項目の見直し等を行って対応させていただいており 

す。今後も、総合評価方式における得点状況等の内容を検証しながら、より良い制度にして いりた

いと考えており す。 
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（２）の低入札価格調査制度における、誓約書の提出をもって調査の実施にかえるということが、

当初の目的に反しているの はないかという御意見について す。誓約書につき しては、品質・安

全等の確保と工程管理に万全を期し粗雑工事を行わないこと、さらには下請業者へのしわ寄せ等を行

わないことを誓約していただく内容のもの ござい す。今回、低入札価格調査制度の当初の目的を

確保しつつ、復旧・復興の加速化を図るため講じた試行 すが、御指摘のような当初の目的に反する

不適正な事案が発覚した場合には、試行の取り止めも考えており すの 御了承いただければと思い

 す。 

（３）評価項目について、発注者が工事特性を考慮して応札企業の取組を評価 きるような仕組み

が必要 はないかという事について す。画一的な評価項目によらない場合は、恣意的な判断となり

公正性を欠く評価となる恐れもあり すの 、工事特性を考慮した評価につき しては、簡易型、標

準型等において簡易な施工計画、施工上の提案により評価 きていると考えており すが、今後とも

評価項目につき しては、復興型と同じく分析、検証を進め、適切な評価制度となるよう引き続き努

めて いりたいと考えてい す。 

（４）総合評価方式における原則実施金額の引き上げ ござい す。公共工事の品質確保の観点か

らは、一定の技術力が求められる設計金額３千万円以上の工事につき しては、総合評価方式による

実施が適切 あるという考えの下に行っているもの すの 、こういった御意見も踏 えて今後のあ

り方について検証して いりたいと考えており す。 

同じく（４）の中 、若手技術者が施工実績を積めない状況なの 、配置予定技術者の評価項目は

廃止し、企業の受注実績だけ ということ ござい すが、ただい の御意見を踏 え して、若手

技術者育成の観点から、若手技術者の評価のあり方について検討させていただいており すの 、そ

の結果を踏 えて対応して いりたいと考えており す。 

次に、入札不調の中の５ページ、施工体制事前提出方式について、当面の実施を中止にしては、と

いう御意見 ござい す。ただい 復旧・復興工事の加速化を図るため、先ほど御説明し した総合

評価方式復興型を活用していることから、施工体制事前提出方式の発注件数は伸びていない状況 ご

ざい す。具体的には、２４年度 は総合評価方式６１８件のうち、オープンブック方式、事前提出

方式は８４件 、比率としては１４％程度にとど っており すが、この施工体制事前提出方式につ

き しては、下請業者の保護の観点からも非常に有効な入札方式 あると考えており すの 、当面

の実施の中止は考えていないこと 御理解いただければと思い す。 

資料６ページ５番目の積算内容に対する疑義申立ての中 、質問期間の延長も必要 はないかとい

う御意見がござい したが、この質問期間につき しては、復興の加速化の観点からも速やかな工事

実施が求められていることから、当面の期間延長は難しい状況にあるということ 考えてい す。 

８ページ６番目の（３）、地域要件 ござい す。地域要件の隣接３管内を管内に、というお話 

ござい すが、平成２４年度の条件付一般競争入札 の不調発生率を見 すと、県全体の発生率は２

２．４％ ござい す。これを条件付一般競争入札の地域要件別に見 すと、管内の不調発生率が３

５％、隣接３管内が２２％、県内が１４％ということ 、地域要件が拡大するにつれ、不調発生率が

１０ポイントずつ低下しているという実状がござい す。この管内を地域要件とする対象工事を拡大

するということにつき しては、現状におき して管内を増やすことによって入札不調件数が増えて

し っては、今後の復興工事推進の支障になってし うことから、慎重な対応が必要 あると考えて

い す。 
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施工実績について、現在は過去１５年以内に設定しているものについての検討 ござい すが、た

だい 発注時に施工実績要件を求めている工事の要件設定について検証作業を行っており す。その

中 、設定年数についてもあわせて確認、検証の上、適切に対応して いりたいと考えてい す。 

最後になり すが、（４）の中 予定価格を超えた金額 も契約可能となるよう国に求めてほしい

ということにつき しては、もともと予定価格自体は地方自治法上、その価格の制限の範囲内 契約

相手方を決めると決 っており、法令改正が必要になるわけ すが、現在、聞くところにより すと、

与党内 公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正について検討されているよう すの 、今後

の国の動き等を注視して いりたいと考えており す。 

【技術管理課長】 

技術管理課の所管分について説明いたし す。 

２ページの２、設計労務単価の見直しが必要だということ す。このことにつき しては、設計労務

単価は国が実施する国土交通省、農林水産省、環境省が所管する公共工事につき して、受注者の賃金

台帳に基づき して労務単価調査を実施し、都道府県別に設定しているということがござい す。今年

の４月につき しては、実勢価格と社会保険の反映を徹底すること 、全国的に単価が約１５％上がり

 した。被災３県につき しては、被災先の入札不調対策ということがござい して、約２０％の大幅

な単価の上昇となったということ ござい す。今後とも実勢価格の把握に努め して、適正な単価改

正に取り組ん  いりたいと考えており す。 

続き して３ページの（３）の３つ目、最終変更もあり金額が確定しないということ、スムーズな変

更契約について す。 ず、請負代金の変更につき しては、その都度変更が生じるということがござ

い す。それは、後日集約して行う場合が多くあり す。その際におき しても、工事の内容変更が生

じた時点 、発注者と受注者がその都度書面により変更額の協議を行っており す。それに基づけば、

元請会社から下請会社への代金の支払いが遅延することはないものと考えており す。その都度、その

金額 協議しているということ 実施しており す。 

４ページの入札不調の４つ目、宿舎など労務確保に要する間接費の精算が煩雑だということにつき 

しては、今  の設計書 は率を乗じて諸経費の中に含 れていた、ということ すが、今回宿泊費や

労働者の確保につき して必要額を計上するという制度を作り したの 、実績に基づき変更すること

 あることから、支出を確認 きる最低限の書類は必要 あると考えており す。 

８ページの（４）の１つ目、標準歩掛の設定 は現場の実態の適正に反映 きない、ということにつ

き しては、標準歩掛につき しては国が実施する施工合理化調査、これを歩掛調査と言っており す

が、これに基づき県も参考にしており す。実態にあわない標準歩掛を使用 きない場合は、見積歩掛

 対応するということ 実施しているところ ござい す。 

【建設産業室長】 

 ３ページ ござい す。元請、下請関係の適正化対策のところの、下請業者への支払の件 ござい 

すが、これに関し しては建設業法と照らして対応しているというのが実態 ござい す。福島県建設

業協会様がおっしゃるとおり厳正に行っていきたいと考えており して、今年度も１件指導していると

いう状況にござい す。 

４ページの不調対策 ござい す。（１）の技術者や作業員の不足ということ 、この中 平準化、

発注見通しのお話 すけれども、現在、復旧・復興を２７年度  にやり遂げる限られた期間の中 、

平準化を図っていくということ す。 



 5 

発注の見通しに関し しては、極力、需要が集中するような時は１ヵ月ごとに見直しをするといった

対応 、極力情報は出していくこと 対応させてもらってい す。 

人材の不足は、準備期間の確保の工事、ＪＶ制度の拡充等といったところ も対応しているという状

況 ござい す。 

同じ４ページ ござい すが、施工管理技士の受験資格の見直しの件 ござい すが、国 は、現在

パブリックコメントを完了し、２６年度の試験から適用が きるように検討を進めていると聞いており

 す。県としても、担い手確保というのはとても重要なことと考えており すの 、国の動きを注視し

ていきたいと考えており す。 

【農林技術課長】 

 私は農林技術課 、農林関係の工事についての積算基準等々を担当しており す。 

５ページの入札不調対策の中の２つ目に、「小規模工事や現場条件の悪い工事については現状に見

合った条件 の積算」や「標準歩掛 の積算 はなく現場に適した歩掛 の設計・積算」、という御要

望がござい す。それに対して我々農林の工事は、どうしても小規模 現場条件が悪いという部分が多

くござい して、特に山の中の治山工事、ため池工事等については入札不調が多くなっており す。対

策といたし して、 ず治山工事については、今年度から生コンの日打設量や配管損料の設計積算基準

を見直したところ ござい す。 た、ため池工事についても、先月の１０月２５日から、今  積み

上げ計算 きなかった品質管理の項目、施工管理の範疇と言っていた部分について積上げ計上が きる

こととし、それから不稼働時間等が多い機械についての不稼働時間に対して現場条件に則した対応が可

能となるよう積算基準等を定めたところ ござい す。 た、「現場条件を適切に反映した設計積算」

というのが１にも２にも重要だという観点から、ここの設計書において必要経費をきちんと計上すると

いうことが最も大切だということから、ため池工事について仮設工や小運搬工等について、「こういう

現場条件 あればこういう検討が必要 す。」という留意事項等を取り とめて周知し、「現場条件を

適切に反映した設計積算」というものを農林水産部一体として取り組ん いるところ ござい す。 

【伊藤委員長】 

 それ は各委員の方から質問等があればお願いし す。 

【影山委員】 

 総合評価方式の中 、企業評価が正しく反映されるような評価項目の工夫が必要だと言われていて、

先ほど自己申告制度なども検討してはどうなのか、という話があったように思い すが、具体的にはど

ういうものを指されているのか教えて頂ければと思い す。 

【一般社団法人福島県建設業協会専務理事】 

例えば、技術者の若手育成といった観点から、大学生や高校生のインターンシップを受け入れて事前

の育成をしているところもあるの すが、そういうところが適正な評価をされなかった場合、それから

建設業というのは大体商工団体とリンクしていて、同じような商工会議所会員だということもあるの 

す。その中 、商工会議所としての活動など、考えられることはたくさんあるの すが、そういうもの

が地域において、例えばお祭りをやってい すと、地元に建設業の方があればいろんな人を出して、盆

踊り大会の櫓の組み立てをボランティア やっているとか、いろいろな形があるわけ す。地域に対し

ての貢献等をしている方もいらっしゃるし、していない方もい す。そういうところが、細々とした形

の中 地域貢献とはみなされていないということがあり す。もっと数えればいくつもあるかと思い 

すが、そういうものは多種多様あり す。 すから、画一的なもの はなく自己申告制にすれば、それ
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を評価するかしないかは恣意的になってし うという話もあり したが、恣意的にならないような仕組

みもあるの はないかと考えているところ ござい す。 

【橘委員】 

今の自己申告の項目に関して すが、例えば全国的に恣意的にならないように、他の都道府県 モデ

ルケースのような得点化、具体的に何点くらいだと総合評価方式にとってはメリットが出てくるのか、

各地域の活動 、特に建設業関係の方々の会社さんに協賛金を貰いに行くといったようなことも常日頃

から行われていて、そういった負担を地元の民間企業がかなりの金額、例えば協賛金に関しては、地域

の中 一年間を通じていろいろな行事にお金を費やしているところもあると思い す。そういったとこ

ろは評価されていくべきだとは思うの すが、やはり評価の方法が難しいの 、何か全国的に他 行っ

ている事例や具体的に何点くらい、ということがあれば是非お伺いしたいと思い す。 

【一般社団法人福島県建設業協会専務理事】 

各県の評価につき しては、福島県方式、長崎県方式、茨城県方式など、皆バラバラ ござい す。

各自治体に委ねられた裁量権の範疇と我々は考えており すけれども、その中 、先ほどは具体的な話

 はなく盆踊りのやぐらを作るという話に替えており すが、確かに私どもの会員の方々には地元の祭

りの役員の方々から、こういう秋祭りがあるから是非寄付を願いたいなどいろいろあり す。そういう

ものを具体的に評価するにしても、なかなか画一的には難しいと思い す。 すから、我々の自己申告

に頼らざるを得ないのかな、ということ 自己申告制度という話を持ち上げたところ ござい す。そ

れを一つ一つ組み立てていくと、ある意味 その企業の顔というものが見えてき すの 、過去におい

て行われた指名に復していくような形になるのかなと思っているところ ござい す。 

【安齋委員】 

３番目のところ 指名競争入札の復活のことをあげてい すが、総合評価に変えて指名を復活してほ

しいということ すか。 

【一般社団法人福島県建設業協会専務理事】 

究極はそう すが、国も今考えているよう ござい すが、多種多様な入札制度ということ 一般競

争入札もあれば総合評価方式もあれば指名競争もあるということ ござい すの 、１００％指名とい

うこと はなくても良いのかなと考えており す。 すから、一部指名の復活、金額に応じて、例えば

隣の新潟県だと８千万  は指名とかという実態もあるよう ござい す。先日安齋委員から、新潟県

はもともと指名を残していたという経過もあるということ ござい す。 すから金額によってだと思

い す。 

【安齋委員】 

前にも申し上げたかと思い すが、入札制度の委員会のときに、個人的には指名競争入札は残してい

く、運用が悪いの あって制度が悪いわけ はないのだから残すべきだと主張したの すが、多数決 

負けて指名競争入札の全面禁止が福島県の特徴となってし っているの 、県の方にも何度か確認して

い すが、なかなか切り替えが きないの すね。今行っている随意契約、事実上は指名に近い すよ

ね。事実上の問題として復活をお願いしなくても、実態としてはあ り変わらないの はないのかとい

うのが私の意見なの すが、それ もやっぱり戻してほしいということ すか。 

【一般社団法人福島県建設業協会専務理事】 

緊急時にこのような制度 随意契約という形 、見積合わせという形 やっている実態は指名と変わ

らないの はないか、ということだと思い すが、これを緊急時が終わった瞬間に、もう緊急時終わっ

たから平常 いい すね、という形になるだろうと考えており して、今からこういう話をして継続し
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ていただきたいの す。敢えて言えば、この制度を継続していただきたいということ も結構 ござい

 す。実態は一緒 ござい すの 。 

【伊藤委員長】 

時間となり したの 、これ 一般社団法人福島県建設業協会からの意見聴取を終わり す。御協力

ありがとうござい した。 

 

（一般社団法人福島県建設業協会 退席） 

（福島県総合設備協会 着席） 

 

【伊藤委員長】 

それ は、福島県総合設備協会からの意見聴取を始め す。 

 本日は御多用のところ、御出席いただきありがとうござい す。本日の進め方につき しては、 ず、

本日の会議資料となっており す調査票に基づき、１５分程度 意見を述べてください。なお、調査票

は、事前に各委員に送付しており すの 、ポイントとなる点を簡潔に述べてください。その後、各委

員から質問をさせていただき すの 、御回答をお願いし す。 た、本日の議事については、県のホー

ムページ 公表することとさせていただき すの 、あらかじめ御了承願い す。 

 それ は、よろしくお願いし す。 

【福島県総合設備協会会長・会長代行・副会長】 

 （資料２により説明） 

【伊藤委員長】 

 ありがとうござい した。ただい の御意見につき して、事務局から説明がござい したら、お願

いいたし す。 

【入札監理課長】 

入札監理課所管分について御説明申し上げ す。 

１ページの総合評価方式について ござい す。今回、復興型について積極的な評価を頂き大変あり

がとうござい す。 

（２）の低入札価格調査制度において対象となった場合に失格としてほしいということについて す

が、御案内のとおり本県の低入札価格調査制度におき しては、調査基準価格、いわゆる基準価格を下

回った場合に低入調査の対象になる基準価格と、失格いわゆる失格制度、失格基準ということ ２つの

基準がござい す。低入札価格調査制度において対象になった場合、いきなり失格ということ はなく、

本県の場合は失格基準、あく  低入札価格調査制度の失格基準に該当した場合に失格という扱いをし

ており す。そういう２段階の取扱いとなっていることを御理解いただいた上 、今回４月からの低入

札価格調査制度におき しては、制度の大きな枠組みを変えない 復旧・復興の加速化を図るという観

点 、入札事務の簡素化、事務処理時間の短縮を図るため、誓約書の提出をもって低入調査の実施にか

えるという取り組みを試行しており すの 、御理解いただければと思い す。 

（３）の評価項目について、会社の施工実績や大震災等への対応をもっと評価していただきたいとい

うこと ござい す。この総合評価方式における評価項目につき しては、今後とも評価項目ごとの得

点状況等、内容を検証させていただきながらより良い制度に改善して いりたいと考えてい す。 

（４）の総合評価方式における総合評価の対象年数の拡大について ござい す。先ほどの建設業協

会様からは、入札参加資格要件としての施工実績要件について、対象年数を拡大いただければという御
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要望があり したが、総合設備協会様からは総合評価方式における評価対象年数の拡大を、という部分

 の御要望 ござい す。こちらの評価対象年数の拡大につき しては、単純に一律に拡大し すとす

べての入札参加者が加点対象となるという支障が生じる可能性もござい すの 、近年の公共工事の発

注状況や、各評価項目の得点状況等を十分検証しながら検討して いりたいと考えてい す。 

同じ項目の中に、技術者の工事実績に現場代理人も入れてほしいという要望がござい したが、現場

代理人の実績評価につき しては国、さらには隣県の制度運用状況や、若手技術者育成の観点を踏 え

て検討して いりたいと考えてい す。 

４ページ（３）随意契約の見積合わせの入札方式を入れれば不調がなくなるの はないかという御意

見 ござい す。御案内のとおり、随意契約につき しては、地方自治法上 一定の要件が定められて

い す。例えば、工事の場合の予定価格が２５０万円以下、災害等緊急を要するもの、さらには応札者

がない、いわゆる入札不調になった案件 あるといった、一定の要件が定められており すの 、あく

  これらの地方自治法上定められている要件に該当しない限りは、随意契約によることが きないと

法令上の縛りがあることを御理解いただければと思い す。 

同じく４ページの４番の最低制限価格等の見直し ござい す。県内 のばらつき、さらには９５％

以上の水準にしていただきたいという内容 ござい す。 ず、ばらつきの問題につき しては、工事

にかかる最低制限価格等につき しては、９月１０日以降に起工する工事から予定価格の概ね８７％か

ら９２％程度の水準 設定するという改正を行っており す。あく  一定程度の幅というものがござ

い すの 、その中 のばらつき はないかと我々は理解しており すが、９５％以上という部分につ

き しては、９月から２ポイント程度引き上げたばかり もござい すし、現実問題とし して最低制

限価格を９５％以上の水準とするのはなかなか困難かとは思われ すが、今後の受注状況等の実態を踏

 えながら見直しが必要となる場合には適切に対応していきたいと考えてい す。 

５番目の疑義申立てについて ござい す。疑義申立てを行ったケースについて、一定程度待たされ

るのがあ り良くないという御意見があり したが、実は１０月１日から、入札とその工事等について

参加された入札等参加者全員から疑義申立てを行わない旨の確認が得られた場合につき しては、疑義

申立て期間の満了を待たずに契約の手続きを進めることが きるように改正を行ったところ あり 

して、いわゆる本県の復旧・復興の加速化という観点から待たずに対応 きるようなスキーム、制度を

整えさせていただいているということを、この場をお借りして御説明させていただき す。 

【技術管理課長】 

 ４ページの（３）、先ほど労務費について御説明し したが、資材の実勢価格を迅速に反映させると

いうことについて御説明したいと思い す。コンクリート等の使用資材につき しては、積算するため

に毎月発行されている資料がござい すの 、建設物価等積算資料があり すが、それにつき して単

価に変動が確認された場合、その都度単価を毎月変更していくということ 、適正な単価の改正に努め

ているということ ござい す。 

４ページの５の一番下の積算内容に疑義が生じた場合ということ 、これにつき しては適切な対応

に努めて いりたいと考えており す。 

【建設産業室長】 

 ３ページの技術者や作業員確保の点について御説明したいと思い す。 

将来を見据えた長期的な雇用、担い手確保というのは非常に重要な内容だと考えており す。要望内

容の平準化 ござい すが、現在復旧につき しては平成２７年度ということ 目標を絞ってござい 
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して、その中 連絡協議会等 情報を共有しながら期間の中 平準化を図っているというところ ござ

い す。 

 た、長期的な雇用というものには、長期的な発注の見通しとか、そういったものが必要だと考え 

す。 

土木部とし しては、長期計画の公表、工区ごとの事業の期間に関して極力公表するという対応を

とっているところ ござい す。 

【伊藤委員長】 

 それ は各委員の方から質問等があればお願いし す。 

【安齋委員】 

３ページの３の（１）の後段 、技術者・作業員不足は発生しており せんと書いてあり すが、（２）

の２番目、現在は人材が不足しており、とあって矛盾しているような印象を受けるの すが、どういう

意味なの しょうか。今現在は不足していないけれど将来不足するという意味なの しょうか。 

【福島県総合設備協会会長代行】 

お答えいたし す。確かに矛盾しているような形になり すが、先ほども申し上げ したように、現

在は発注件数が多くなっており すけれども、設備業界としては、実感として だ不足という感じはし

ており せんが、あと３ヶ月、６ヶ月後にはおそらくそういう状態になるだろうと考えており すの 、

こういう文章になっていると思い す。 

【影山委員】 

２ページの２の（１）、適正な賃金支払いについて すが、今年の６月から全会員に対して適正な賃

金支払いを要請し、というところ すが適正な賃金というのはどういうものを指されているのか教えて

いただきたいと思い す。 

【福島県総合設備協会副会長】 

会員から聴取した意見の中なの 、片寄りがあった場合には大変失礼なことになり すが、例えば工

事の見積りをし して、見積書を出して、その出す会社にとってはこれが限度 すよという経費込みを

申し上げるのが通常かと思い す。そうすると、発注元ゼネコンさんの場合もあり、直接清算の場合も

あるだろうと思い す。発注側としては１円 も１００円 も、というその辺の攻防 、我々も労務単

価が上がっているの すということ 、設備電気 すと大体見積りの何掛等というのが頭にあるかどう

かは知り せんけれども、そういうこと なかなか理解を得られないことが多いというように認識して

おり す。 

【影山委員】 

国 も１万５千円、今年４月から約１万５千円というのを一般産業にも、実質１万５千円だというと

労務単価を支払われているところはどのぐらいのベース 支払われているのかなと。率直に端的に。 

【福島県総合設備協会副会長】 

今現状、我々業界としては、常用契約 すと１万８千から２万円 す。 すから、配管工労務単価 

積算して限度も出していくの すけれども、それからさらに、現実的には、今いわきは２万円というよ

うなことが普通 ござい すね。 

【齋藤委員】 

２ページの２の（１）、しかし受注先 ある顧客にその認識（労務単価の改正）がないため、という

ところを、具体的にどういうことなのか教えていただけない しょうか。 

【福島県総合設備協会副会長】 
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労務単価の改正というのは、先ほど影山委員からも御質問があったように、国の三省協定の労務単価

を、ここ２年上がっているの すけれども、それがゼネコンさん又は御施主さんに理解をしていただけ

ないの す。 すから、見積りに対してこれだけ お願いしたいと言っても、なかなかそこが理解され

ないの す。 

【齋藤委員】 

受注先 ある顧客というのは、具体的に何を指すの すか。 

【福島県総合設備協会副会長】 

我々は、通常は元請、ゼネコンさん す。 

【齋藤委員】 

ゼネコンさんに労務単価の改正の認識がないということ すか。 

【福島県総合設備協会副会長】 

ゼネコンさんは、専門業者さん、たくさん使っているかと思い すけれども、その辺の受注金額に合

わせたみたいな数字の組み合わせをしたということだと思い すの 、なかなか上がっても現実的には

上がる前のような単価 、ということが多いのかなと思い す。 

【伊藤委員長】 

ゼネコンの方が知らないわけがないの 、それは元下関係ということだとは思い すが。 

【新城委員】 

今の部分のところなの すが、先ほど御質問してお答えいただいた、いわきの場合は１万８千円から

２万円ということ 教えていただいたの すが、全会員に対して適切な賃金支払いを要請しということ

は、地域によって違う要請をしてらっしゃるということ しょうか。 

【福島県総合設備協会副会長】 

地域によってということになると、そこ  掌握しており せんけれども、ほぼ大体同じようなこと

なのかなと思っており す。 

【芳賀委員】 

論点がずれている部分もあるのだろうと思い す。つ り、こちらの設備団体さんが請け負うのは公

共事業だけ はないの す。民間工事もあるわけ す。そして、公共事業を元請が請け負ったものを請

け負うときもある。公共事業を直接請け負うときもある。それから、民間からどうしても予算がないと

いう中 など、いろいろな兼ね合い その賃金というものが同じベース はない。 すから、どの分野

 自分たちが調整しているのか、それによっても違うと思うの す。公共事業に向かっているところ、

民間に向かっているところ、それぞれあるかと思い す。 

【新城委員】 

私もそうかなと思ってはおるの 、やはり地域によってという１つの例を出し したが、請けるとこ

ろによっては加減しなさいよとか、そういうようないろいろなパターンをもって賃金支払いを要請して

らっしゃるのかなというのをお聞きしたかったの す。 

【福島県総合設備協会副会長】 

大変失礼いたし した。官公庁工事と民間の下請けを混同してい した。 

この問いにあるものに関しては、官公庁の答えというようなこと 、県からいただいたもの 、例え

ば賃金の支払い要請が１ヵ月 はなくて、半月半月 貰えないかというような、仮にそういう要望があ

れば可能な限りそういうこと 賃金の支払いをしてい すということが、この文章に書いてあることだ

と思い す。 
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後半に書いてある受注先 ある顧客ということになると、ここは先ほど御指摘のあったような民間の

工事の部分を書いてし ったのかなと思っており す。混同して記入したということになって、申し訳

ござい せん した。 

【伊藤委員長】 

時間となり したの 、これ 福島県総合設備協会からの意見聴取を終わり す。御協力ありがとう

ござい した。 

 

（福島県総合設備協会 退席） 

（福島県建設専門工事業団体連合会 着席） 

 

【伊藤委員長】 

それ は、福島県建設専門工事業団体連合会からの意見聴取を始め す。 

 本日は御多用のところ、御出席いただきありがとうござい す。本日の進め方につき しては、 ず、

本日の会議資料となっており す調査票に基づき、１５分程度 意見を述べてください。なお、調査票

は、事前に各委員に送付しており すの 、ポイントとなる点を簡潔に述べてください。その後、各委

員から質問をさせていただき すの 、御回答をお願いし す。 た、本日の議事については、県のホー

ムページ 公表することとさせていただき すの 、あらかじめ御了承願い す。 

 それ は、よろしくお願いし す。 

【福島県建設専門工事業団体連合会会長】 

 （「資料３」により説明） 

【伊藤委員長】 

ありがとうござい した。ただい の御意見につき して、事務局から説明がござい したら、お願

いいたし す。 

【建設産業室長】 

 保険加入の件についてお答えしたいと思い す。建設業は昔から３Ｋというような言葉があり して、

人材確保というのが非常に問題になっていて顕在化していると思い す。そういう中 担い手を確保し

てという意味から も、労働環境をしっかりしたものとするというのが非常に重要だと考えており し

て、その中 社会保険環境をきっちりやっていくということも重要なものの一つだと考えてござい す。

社会保険料が、下請業者さんとの契約 明確になるように、国が作成した標準見積書というものがござ

い して、それぞれの協会 徹底を図っており すが、私ども もその辺の活用の徹底を業界さんに求

めている状況 ござい す。 た、建設業法の立場からいき すと、建設業法の許可の段階 は確認、

指導というものを行ってござい す。経営事項の審査のときには、減点措置の厳格化ということ 、減

点もするというようなこと きっちりやってござい す。 

積算のこと ござい すが、法定福利相当額の反映ということ 、今年の４月に労務単価が大幅に

アップされたというのは、その辺のところがきっちり反映されたということ ござい す。 

保険の加入の義務があるところ 保険に入っていなかった場合に、保険関係法令違反により懲役刑等

になった場合には、営業停止処分や建設業法の監督処分の対象となることを明確にして現在運用してい

るというようなところ ござい す。 
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発注の分割という言葉がござい したが、発注のロットは工事の対象物がどういうものか、確保して

いる予算がどうかというようなことを総合的に判断しないと設定 きないということ ござい して、

それぞれに最適な発注のロットを設定しているというような状況 ござい す。 

【技術管理課長】 

 工事の中に法定福利費が入っているということについて すが、工事の中の諸経費に現場管理費とい

うのがござい して、その中に法定福利費の事業者負担分は含 れており す。今回の労務単価につき

 しては、個人が負担する部分、その部分が新たに明確に計上されたということ ござい す。その割

合につき しては、国のホームページに平成２４年３月３０日にプレスリリースされ して、その割合

は計上されているということ ござい す。因みに、数字 見 すと、現場管理費の中に含 れている

部分につき しては、見直し前１８．７５％が見直し後は２２．０７％という数字になっており すの

 、ホームページを見ていただければわかるかと思い す。 

【入札監理課長】 

 当入札監理課における社会保険加入促進に向けた取り組みの一端も御説明させていただきたいと思

い す。下請状況実地調査を平成２３年度から実施させていただいており すが、昨年度から、実地調

査の調査項目の中に社会保険への加入状況という項目を付け足し して、元請業者さん下請業者さんを

調査にお伺いした際に加入の内容を確認して、未加入 ある業者さんに対しては加入指導を行っている

という実態が ず 1つ ござい す。 

先ほどの建設産業室長からは、保険への加入義務があるにもかかわらず、従業員を保険に加入させな

かった場合に、健康保険法の法令違反によって懲役刑を科されたときの営業停止処分についてのお話が

ござい したが、当入札監理課におき しても、いわゆる業務に関する法令違反により して法人の役

員等が逮捕や公訴を提起されたとき、さらには監督官庁から行政処分を受けた時等におき しては、県

の建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づき して、入札参加資格制限を行うこととなり すの 、

これらの取組みによって、社会保険への加入徹底を図って技能労働者の皆様方の雇用環境改善に県とし

てもつなげていくように取り組ん いるところ ござい す。 

【福島県建設専門工事業団体連合会会長】 

確かに諸経費の中には含 れており、 たある程度プラスになっているということ ござい すが、

これは今  と全く同じなの す。これを、本当に我々に間違いなく支払っていただけるかどうかとい

うことをお願いしているの す。確かに工事の諸経費、現場経費、法定福利費、社会保険の加入という

ような項目もあるはず す。その中 、それを役所の監督官なり福島県の調査する部署 、これが適正

に我々にいただけるのかどうか、これが一番問題なこと 、諸経費の中に入ってい したと言われても、

我々は本当に業者からいただく身になれば、これは難しい す。それを徹底して間違いなく我々にいた

だけるということ あれば、役所 別項目にしても、ゼネコンが契約をするその諸経費の中に法定福利

費を含めて、これを別項目ぐらいにしていただかないと、それを委員会か役所 徹底して調査をしてい

ただかないと、毎年同じことだと思い す。確かに役所の仕事が増えるとは思い すが、私たちもその

ために今日はお伺いしており すし、是非これを徹底して追跡調査をしていただいて、我々にきちんと、

その会社  行き渡るようなこと 是非お願いしたいと思い す。 

【技術管理課長】 

県につき しては総価契約ということ 、１つ１つの単価との合意方式 はなくて、ものを作ること

に対してこれはいくら すか、ということ 契約しており す。そのものを作っていただくということ
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の契約の状況になってい して、今のところ、幾ら払ったとかその辺  は だ把握することは考えて

おり せん。 

【福島県建設専門工事業団体連合会会長】 

この件に関しては、た た 単価が落ちるところ  落ちたところ 法定福利費の話が上がってきた

の 、本来落ちすぎた単価を適正の単価に戻していただいたのと同時に、社会保険の話をいただければ、

ある程度社会保険料もスムーズに加入されていったかと思い すが、社会保険料 増え したという話

と、もともと予算がそこ  いっていて本来のところに戻さなければいけない時期とがダブってし っ

ているもの すから、そこに現状最終的に保険加入しなければいけない人たちのところに、その戻った

分なのか保険加入の分なのかというところが、実情的には一番問題になっているところかと思い す。 

この場 話す話 はないかと思い すが、労務単価については実勢単価調査方式が入ってい す。過

去数年間に渡って満額入札 はなく、９割とか８割 落札された物件に対して実勢調査が入り す。例

えば１００ 予算組みされていたものが８０ 落札された時、八掛け 落札されたものに実勢調査が入

り すの 、必然的に労務単価が２割ダウンして調査が入って、それが た次の単価に反映されるとい

うデフレスパイラルのような形 ずっと下がるところ  下がってきてし っていたの 、そこをもう

一度正常なところに戻していただくのと同時に、この社会保険に加入することと、その経費を持ってい

 す、というのが同時進行すれば、ある程度加入をどんどん促進 き す。先ほどの話 労働環境を良

くしていくというのは、 さに我々は一番そこが肝心 、そうしないと業界的にも成り立っていかない

の す。そう はあるの すけれども、実際の職人さんにしてみればどうなのかというと、社会保険料

分 あっても労務単価 あっても、結局実入りは一緒なの 、そこを根本的にもう一度検討いただくこ

とが一番期待させていただくところ ござい す。 

【伊藤委員長】 

 それ は各委員の方から質問等があればお願いし す。 

【安齋委員】 

入札監理課 実態調査をやっており すよね。その中には人件費の中身のチェックも入ってい すよ

ね。この社会保険分が調査の対象になってい せん したか。 

【入札監理課長】 

下請状況実態調査の中 、平成２４年度から社会保険への加入状況を確認項目として追加し、今年度

も継続しており す。労務費につき しては、この４月から公共工事の設計労務単価が約２割改定され

 したことを受けて、具体的に従業員の皆様にどのくらいの水準 実際にお支払いになっていらっしゃ

るのかを、今年度の実態調査から労務費の調査項目も任意に聞き取りするということ 、監視委員会に

御説明して御了解を得て調査項目に加え、ただい 調査を行っているところ ござい す。 

【齋藤委員】 

労務費の中にきちんとした社会保険料を、その内訳を明示していただければある程度その価格が実勢

価格になっているかというのが分かるから、そういった表示をしてほしいというお話があったと思い 

すが、労務単価一本 はなく、その中の内訳をきちんと明示してほしいという御要望が一番なの しょ

うか。 

【福島県建設専門工事業団体連合会会長】 

要望してもなかなか実態には結びついていないのが現実 はないかと。是非、 きれば社会保険とか

福利費を、別項目の契約と、仮に１千万なら何％というようなことにしていただければ一番早いかなと。

 た、下請けの方 皆さんにお配りしている資料 すが、この辺もやはり同じようなこと 、私たちも
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この場 お話し すと、一人親方のときが大変困っている。先ほど国保と言い したが、国保の場合ど

うするのかということがある。 きればメーカーには国保になっている一人親方を、ある程度 1つに 

とめて社会保険に加入する、それにはある程度の根拠的なことがないと絵に描いたぼた餅 はないかと。

我々もお願いはし すが、一人親方を とめるということがどのくらい大変なのかというのがあり す。

是非これを明瞭な形にしていただかないと。 

【伊藤委員長】 

現在、例えば入札をするときに入札金額があって、それに消費税相当額が加えられるわけ すが、消

費税というのは別立てになっている。それと同じような形 法定福利費を別立て やって、というよう

なことを御希望だという事 よろしい すか。 

【福島県建設専門工事業団体連合会会長】 

それが一番明確 もあるし、こういうことだからとゼネコンにもある程度のことを言え すの 、是

非そうしていただければありがたい す。 

【伊藤委員長】 

御意向はわかり した。他に如何 しょうか。 は時間となり したの 、これ 福島県建設専門工

事業団体連合会からの意見聴取を終わり す。御協力ありがとうござい した。 

それ は、ここ ５分間休憩をとり す。１５時１５分から再開し す。 

 

（福島県建設専門工事業団体連合会 退席） 

《休憩》 

（福島県土木建築調査設計団体協議会 着席） 

 

【伊藤委員長】 

 再開し す。 

それ は、福島県土木建築調査設計団体協議会からの意見聴取を始め す。 

 本日は御多用のところ、御出席いただきありがとうござい す。本日の進め方につき しては、 ず、

本日の会議資料となっており す調査票に基づき、１５分程度 意見を述べてください。なお、調査票

は、事前に各委員に送付しており すの 、ポイントとなる点を簡潔に述べてください。その後、各委

員から質問をさせていただき すの 、御回答をお願いし す。 た、本日の議事については、県のホー

ムページ 公表することとさせていただき すの 、あらかじめ御了承願い す。 

それ は、よろしくお願いし す。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会会長・副会長・構成員】 

（「資料４」により説明） 

【伊藤委員長】 

ありがとうござい した。ただい の御意見につき して、事務局から説明がござい したら、お願

いいたし す。 

【入札監理課長】 

 １ページの総合評価方式の（１）、総合評価において土木設計関係 測量法の趣旨に従って測量士の

常駐を評価すべきという御意見 ござい す。先ほどの御説明にもござい したとおり、測量法第５５

条の１３の規定におき して、測量業者はその営業所ごとに測量士を 1人以上置かなければならないと
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明記されており して、営業所ごとに測量士を常駐させる常駐義務が課せられており すことから、適

正に配置されているか否かを監視して いりたいと考えてござい す。 

（２）の土木設計におけ す総合評価方式については、技術的な工夫の余地が大きい業務にのみ適用

していただきたいということ ござい す。御案内のとおり、測量等委託業務におき しては、業務の

性質に応じて公募型プロポーザル方式、総合評価方式、価格競争方式等、多様な入札制度によれること

としており す。総合評価方式におき しては、業務委託の場合は工事と異なり して、類型は金額に

よらず業務の内容や難易度により決定しており、緊急度や発注者が重視するポイントが異なること 、

発注者の判断によって発注方式が若干異なる場合は確かにござい す。ただし、総合評価方式におき 

しては、御指摘のとおり技術的な工夫の余地がある業務を対象として行っており すの 、今後とも対

象業務の適用範囲について検証しながらより良い制度にして いりたいと考えてござい す。 

土木設計関係 、事務的な負担が少なく地域に見合った企業力を総合的に評価 きる制度の構築を検

討していただきたいということ ござい す。このことにつき して、総合評価方式の中に３つ類型が

ござい す。 ず、標準型、簡易型提案型等におき しては、技術的工夫の余地が大きい業務を対象と

しており して、成果品の品質向上のために技術提案を求めることは必要 あると考えてござい すが、

業務内容により しては技術提案を必要としない簡易型技術者型というものも現在県 実施しており

 して、２４年度の総合評価の実績１３９件のうち、１０４件、７５％程度は簡易型技術者型によって

おり すの 、おっしゃるような趣旨 事務負担が少なく、客観的な指標 判断 きるというものは現

に本県として運用しているということを御理解いただければと思い す。 

４ページのその他の中 、土木設計関係 指名競争入札制度の活用ということ ござい す。工事と

異なり して、測量等委託業務におき しては原則指名競争入札により実施してござい す。２４年度

の土木設計業務におけ す実績 御説明し すと、指名競争入札といわゆる公募型プロポーザルによら

ない随意契約、災害等緊急の随意契約、土木設計におき しては２４年度、８７．４％が指名競争とプ

ロポによらない随意契約 す。基本的に、業務委託においては原則指名競争入札により実施していると

いう実態がござい して、緊急を要する災害復旧工事等につき しては、随意契約により速やかに対応

し、地域に精通した企業による迅速、かつ、円滑な施工の確保を図っているということ ござい す。 

その下の、建築設計関係 の電子入札の導入の促進 ござい すが、電子入札につき しては、測量

等と工事を合わせ して年間９００件程度 実施させていただいており して、今後とも入札参加者の

皆様の状況を確認しながら、対象案件の拡大等を検討して いりたいと考えてござい す。 

建築設計関係におき しても同様に指名競争入札を原則として採用してほしい、という御意見がござ

い すが、先ほどの土木設計と同じく建築設計におき しても指名競争入札が標準的な発注方法となっ

ており して、建築設計の場合、２４年度の実績 御報告し すと、指名競争とプロポによらない随意

契約 あわせて９７％ あるということ ござい す。委託の内容に高度な技術力や創造性、独創性を

求める必要があるものについては、プロポーザル方式や条件付き一般競争入札を採用させていただいて

いるということ ござい す。 

その下の土木・建築共通の最低制限価格の引き上げ ござい す。２４年度の測量等業務委託の平均

落札率 申し すと、２４年度は９０．９％、今年度上期４月から９月  の業務委託の平均落札率は

９１．４％ということ 、他県等さらに国と比較して高い水準となっており すの 、この業務委託に

おける最低制限価格の引き上げにつき しては、今後も国も含めた動向や本県における平均落札率の推

移を見据えた上 、必要な見直しを行っていきたいと考えてござい す。 
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最後になり すが、ＴＰＰに対応した入札制度の構築 ござい す。先ほどの御説明は、資料として

添付いただき した建設通信新聞の記事の中 、京大の藤井教授が指摘されているということ 、もと

もとＴＰＰのベース あるＰ４協定という、シンガポールとニュージーランドとチリ、ブルネイの４ヵ

国協定において、業務委託については７５０万円以上が国際入札範囲となっているということをベース

に御説明されたと思われ すが、ＴＰＰの交渉経過等につき しては残念ながら具体的な情報が入って

ござい せん。仮にＴＰＰにより、ＷＴＯと比較して調達基準額の引き下げ、さらには政府調達の対象

範囲の拡大のような場合におき しては、御指摘のとおり県内の企業の受注への影響も予想され すこ

とから、今後の情報を入手していく中 、必要な対応について検討して いりたいと考えており す。 

【技術管理課長】 

２ページの２の東日本大震災の影響についての中の、土木設計の手持ち、手戻りが懸念されるという

ことについて説明いたし す。ここ 終わるよというような打ち止め協議や検尺等によって長さがいく

らだったというような協議 あり すが、それにつき しては工程に影響しないような形 適正に立ち

会いや協議を行い進めていくということを考えており す。 

先ほど分離発注というようなこともござい したが、各事務所において様々な条件 一体的な発注や

分離した発注をする部分があるかと思い すが、それは事務所のいろいろな判断があり すの 、御理

解いただければと思い す。 

３ページの最後に疑義申立て、閲覧期間中に質問等を厳正に受け止めて、ということにつき しては、

質問に対して丁寧な説明をすることとし、今 も丁寧に説明しているつもり すが、このような御指摘

があるよう したら、真摯に受け止め取り組ん いきたいと思い す。 

【伊藤委員長】 

 それ は各委員の方から質問等があればお願いし す。 

ＴＰＰの問題は私も関心がござい して、入札制度や公共事業にかなり影響があるの はないかと

思っており すが、この御意見の御説明は新聞記事をもとに御説明されたということ 、独自に何か情

報を持っているとか調査しているということ はないわけ すか。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会副会長】 

今のところそこ  はやってい せん。 

【伊藤委員長】 

他の団体さん、例えば建設とか土木とかそういったの はなく設計や測量とか、いわゆる業務委託の

分野は、他と比べると不調が非常に少ない すよね、それはどうして不調が少なくて済ん いるのかと

いうことを御説明いただければありがたい す。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会副会長】 

測量設計は工事用費用 も一番上流部分になり すの 、こちらが不調をすればどんどん工事が遅れ

てし うということになり すの 、 きるだけ不調はするなということ 、最初からそういうつもり

 、協会内 声をかけており す。 

【伊藤委員長】 

技術者等は仕事量の関係 足りているの すか。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会会長】 

間に合わない すね。 

【伊藤委員長】 

間に合わなくても不調は避けるという心構え ということ すか。 
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【福島県土木建築調査設計団体協議会会長】 

結構遠くから技術者を呼ん やっているわけ す。特に今、東北６県は今回の台風 は、宮城県と福

島県は、あ り災害はなかったの すが、岩手県、秋田県、青森県、山形県は新聞に出てい したが、

とにかく今、測量が足りなくて大変な騒ぎをしているの すよ。 も、こちらにも応援が来てい すが、

こちらからは行けない、ということ 、福島県の場合は北海道とか大阪の辺りから頼ん いる方もあり

 す。 ず人は足り せん。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会副会長】 

建築の設計においても、それらと同じように災害公営住宅等や災害につくものが多いもの すから、

大至急仕上げるように、不調しないようにという指導はやっており す。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会構成員】 

地質調査の業界は比較的こじん りした所帯ということ ござい して、かなり頻繁な情報交換等も

あり す、という点 基本的には何とか入札不調は避けたいということ 、最大に頑張ってとにかく応

札しようという呼びかけをしてい す。 

我々も県内 は間に合わないということ 、かなり遠方の所と協力関係を作り して、そちらの方か

ら応援をいただきながら対応しているというところ 、やはり相当厳しい現状にあるのは確か す。 

【安齋委員】 

１－１ すが、技術者の常駐を評価すべきという考え すが、これ いくと、要請としては設計監理

を加えてくださいということなの すよね。今現在人材が不足しているということなの 、県の方 受

け入れて、監理もやりなさいとなると実際にはマンパワーは足りない すよね。今、これをやってほし

いの はなくて、将来に向けて主張しているということ すか。土木設計関係の２行目に、測量法の趣

旨に沿って技術者の常駐を評価すべき、とあり すね。技術者が常駐するということは、設計だけ は

なく設計監理も入るの しょう。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会会長】 

測量法 いっているのは、事務所を開いた場合は測量士を１人は置き、そこ もらった仕事はそこ 

消化しなさいとなっており す。この話を出したのは３回目になるの すが、実は名ばかりの支店・営

業所があるということ す。国の方は前々から随分騒い いるの すが、支店を作るのには確かに測量

士がい すよということ 開店するわけ す。ただ、今殆どが留守番電話や女子職員 1人のところも相

当見受けられるの 、その辺がどうなのかなと思っており す。 

【伊藤委員長】 

要するに、工事現場に常駐という意味 はなくて、事務所に常駐するということ すね。 

【福島県土木建築調査設計団体協議会会長】 

その支店・営業所に常駐するというのが原則 、そこ 仕事をいただいた人はそこ 仕事をすると

なっておるわけ す。設計の場合はないの すが、測量の場合は営業所ごとに常駐することになってい

るわけ す。 

【伊藤委員長】 

 時間となり したの 、これ 福島県土木建築調査設計団体協議会からの意見聴取を終わり す。 

 御協力ありがとうござい した。 

 

（福島県土木建築調査設計団体協議会 退席） 
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【伊藤委員長】 

 次の個別事業者からの意見聴取は、冒頭に申し上げたとおり非公開となり すの 、傍聴者の方及び

報道機関の方は、ここ 御退席をお願いし す。なお、非公開部分の議事の概要については、会議終了

後、私の方から御説明いたし す。公開 の審議再開は、１６時３０分頃を予定しており す。 

（報道関係及び傍聴者退席、個別事業者着席） 

 

《非公開審議開始》 

〈以下、非公開部分について概要のみを記載〉 

《個別事業者からの意見聴取》 

(調査票の主旨) 

１ 受注状況について 

指名競争入札から条件付一般競争入札や総合評価方式の導入により、一定額以上の工事を落札する

ことが きたが、受注は安定していない。 

２ 元請・下請関係の適正化対策について 

（１）労務単価は上がったが、会社の経営状況や最低制限価格の引上げとの関係 、すぐに従業員の賃

金を上げることが きない状況にある。 

（２）元請から下請への支払遅延は良くないが、改善していくと思われる。 

３ 入札不調について 

除染作業により作業員の不足は続くが、労務単価の改訂により入札不調は改善するが、スピードは

遅いと思われる。 

４ 最低制限価格の見直しについて 

入札金額を２～３％上げ 対応している。 

５ 工事等の積算内容に対する疑義申立てに関する試行について 

疑義申し立てをしたことはない。 

６ 電子入札・電子閲覧について 

（１）３～４回参加したが、初回の電子入札は、とても難しくて大変だった。 

（２）パソコンが不調のときなどの対応が、かなり難しいと思われる。  

７ その他 

地元の県発注工事は、なるべく地元の会社が落札 きるような有利性を、もっと導入していただき

たい。ある程度は考慮されているが、 きれば倍くらいの評定点をいただきたい。  

 

【伊藤委員長】 

 それ は、個別事業者からの意見聴取を始め す。 

 本日の進め方につき しては、 ず、本日の会議資料となっており す調査票に基づき、１５分程度

 意見を述べてください。なお、調査票は、事前に各委員に送付しており すの 、ポイントとなる点

を簡潔に述べてください。その後、各委員から質問をさせていただき すの 、御回答をお願いし す。

 た、本日の議事の概要については、匿名にした上 県のホームページ 公表することとさせていただ

き すの 、あらかじめ御了承願い す。それ は、よろしくお願いし す。 

【個別事業者】 

（「資料５」により説明） 
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【伊藤委員長】 

ありがとうござい した。ただい の御意見につき して、事務局から説明がござい したら、お願

いいたし す。 

【入札監理課長】 

県の入札制度について、なかなか地元会社として受注機会を確保 きていないの はないか、もう

ちょっと評価についても倍くらいの加点を、という御意見について ござい す。このことにつき し

ては、 ず、条件付一般競争入札 は一定金額以下の工事、具体的にいい すと、３千万円未満の一般

土木工事 あり すとか、５百万円未満の建築工事等につき しては、そもそも入札参加者の方々の範

囲、地域要件を管内に限定しており す。総合評価方式におき しても、地元 の工事実績 あり す

とか、災害時の出動実績等を、地域社会への貢献度という項目の中 評価しており して、基本的には

地元建設業者の皆様方の受注機会の確保に努めているということがあり す。さらには、総合評価方式

におき しての評価項目の内容 ござい すが、評価方式自体は価格と併せ して、企業の技術力や地

域貢献度等を適切に評価する観点から、これ  も数回、継続的に見直しを行っており す。そういっ

た御意見も踏 え して、今後とも入札結果等の分析検証を行う中 、競争性の確保と共に、地元建設

業者の担う役割も配慮しながら制度の改善に努めて いりたいと考えており す。 

次に、電子入札、電子閲覧について ござい す。確かに、御指摘のとおりセキュリティーの確保と

いうのが大変重要なポイントとなっており すの 、複数回入っていらっしゃる方 も取扱いについて

なかなか難しいという御意見はござい すが、基本的なベースは全国的に使われているシステム ござ

い すの 、電子閲覧についても同様 すが、電子入札の方の手続きについて慣れていただきながら積

極的に御活用いただければと考えてござい す。 

【伊藤委員長】 

 それ は各委員の方から質問等があればお願いし す。 

【個別事業者】 

補足し すが、自社の評定点がなかなか大変 す。結構大変な努力が必要 、８百万円か１千万円程

度の工事をやって評定していただかないと評定点が上がっていかないの 、もうすこし引き下げて、５

百万円程度の工事も評定していただけるようなことがあればチャンスが増えるの すが。 

【入札監理課長】 

工事成績点については、工事 すと５百万円以上の金額規模の工事について評定を行っており すの

 、ある程度の金額以上、５百万円以上 ござい すの 、そのくらいの規模 あれば評定の対象になっ

ているの 、我々としては、殆どの工事が工事成績の評定対象になっているの はないかと考えており

 す。それより金額規模が下回ってし い すと、なかなか評定点自体が付けづらいような部分もござ

い すの 、現在は５百万円以上の金額規模のものを、工事成績の評定対象としているという状況 ご

ざい す。 

【齋藤委員】 

先ほど積算がよく分からないというお話があったかと思い すが、一般的にはそういうのも公表され

ているから積算は同じようなものが出てくる、というようなこと 、これ  も伺っていたの すが、

その点はどうなの しょうか。 

【個別事業者】 

やはり競争なの 、今は最低制限価格がかなり上の方にきてい すの 、その金額 あれば受注 き

るの す。それにあわせて入札し すの 、その最低制限価格を積算するのがちょっと難しい。本当は
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ちゃんと自分の会社 積算してこれなら出来て、これだけの利益が上がると決めるの すが、今の最低

制限価格 したら１００％ き すの 、最低価格 はなく、受注をしたい最低制限価格を読むのがや

はり難しいということ す。 

【伊藤委員長】 

経験がある会社とそう ない会社 はそういうところ 差が てくるということ すか。 

【個別事業者】 

何回も積算して、かなりのところ  は きているの すけれども。 

【齋藤委員】 

その積算というのは、積算ソフトのようなものを使ってやってらっしゃるわけ すね。今、実勢価格

が上がってきているということ 、それはそのソフトにどのくらいの期間 反映させてやってらっしゃ

るの すか。 

【個別事業者】 

毎月改定 、ダウンロードして価格は変えてい す。 

【齋藤委員】 

 は毎月更新ということ すね。そうすると何をもって積算が難しいとおっしゃるの しょうか。 

【個別事業者】 

県の、失格の最低制限価格 す。 

【齋藤委員】 

最低制限価格に引っかからないようにするのが難しいということ すか。 

【個別事業者】 

ピッタリか、ちょっと上がわかれば、受注の確率が上がるわけ すよね。そこを見極めて、完璧に見

極めている会社というのは、私どものクラスの所 はあ りない す。 

【齋藤委員】 

つ り範囲を広げてほしいということ すか。 

【個別事業者】 

そういうこと はないの す。 

【伊藤委員長】 

 引き下げたら引き下げたなりに た難しいわけ 、どこにあっても難しい。今は最低制限価格をなる

べく上げようということになっているわけ すから。 

【個別事業者】 

今９０％以上 すの 、その最低制限価は、県の受注もちゃんとやれば利益が必ず出るぐらいの額な

の 、そこにあわせて施工予算を組ん い す。入札金額を出して、落札するというとなかなか難しい

 す。 

【菅野委員】 

技術者や作業員確保の現状と対応策についてのところ 、基本的には諦めていると御回答されている

の すが、この点もう少しどのように諦めているのかという点と、もしよろしければ諦めなくて済むよ

うになるにはどうしたらいいかと、その辺について教えていただいていい しょうか。 

【個別事業者】 

震災後から現在  、現場の主任技術者クラスの人を何人か雇ってみたの すが、なかなか良い人に

巡り合わず、現場代理人は若手 採って自社 育てるという考え す。普通作業員の方も除染業務の関
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係 採り難いの 、そういう意味 諦めてい す。若い人もなかなか入ってこないの 、縁があればと

いう感じ 待ってい す。 

【伊藤委員長】 

従業員の平均年齢は、大分高くなってきているということ すか。 

【個別事業者】 

高い す。 

【伊藤委員長】 

近時は採用を殆どされていないの すか。 

【個別事業者】 

ハローワーク 募集をかけているが、この頃は来 せん。 

【菅野委員】 

その辺の原因というのは何かあり すか。 

【個別事業者】 

小さい会社 すし、労働条件が悪いと思われてし うの す。毎日顔を見ながら話をしたりして家族

的なケアはしているつもり す。 

【菅野委員】 

 基本的には人が足りないとか人材が不足しているということが大きいの すか。 

【個別事業者】 

適材適所の割り当てや人の使い方が難しい す。 

【齋藤委員】 

社会保険にはもう入ってらっしゃるの すか。 

【個別事業者】 

入っており すが、見習い期間が終わってから入れるようにしてい す。 

【齋藤委員】 

法定福利の問題 すね。標準見積書等が話題になっており すけれども、何かそういう方面 の御不

満とか要望のようなものはござい すか。 

【個別事業者】 

下請 行っているところは、 だかなり低い単価になっているの 、法定福利費は欲しい すね。 

【新城委員】 

 きるだけ地元の事業者が きるように、地域、県に例えば限度額を２倍にしてほしいというような

御要望があり したが、もちろんその限度額をその  にしたとして、別な地元貢献の評価をもっと上

げるような、何かそういう項目を今後したらどうかという御希望 はないの しょうか。 

【個別事業者】 

地域貢献はしているの 、その評定点をアップしていただければ競争 きる可能性はあり すが、地

元 も５億円、１０億円の工事施工実績のある事業者と、１億円、やっても２億円の事業者 は、評定

点をどうやっても競争 きないというのが現状 無力感があり す。 すから、評定点のアップをお願

いしたい す。 

【菅野委員】 

労務単価が上がったことは喜ばしいけれども、困惑しているという表現があり すが、どういう意味

なの すか。 
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【個別事業者】 

労務単価が上がったの 、今度は県の仕事も最低制限価格にかなり近いところ の競争になり す。

上がる前  は９８％位 も落札 き したが、労務単価が上がったおかげ 逆に難しくなり した。

給料も上げなくてはいけないが、会社の経営状況が苦しい す。 

【伊藤委員長】 

時間となり したの 、これ 個別事業者からの意見聴取を終わり す。御協力ありがとうござい 

した。 

（個別事業者 退席） 

 

【伊藤委員長】 

 ここから公開 の議事となり すの 、先ほどの個別事業者について発言されるときは、会社名を出

さないようにしてください。なお、資料５につき しては、事務局 回収してください。 

《非公開審議終了》 

〈以下、公開にて審議〉 

【伊藤委員長】 

次に「各委員の意見交換」に移り す。どなたか発言する方はいらっしゃい すか。 

【影山委員】 

 今日の意見聴取を聞くと、どちらかというと協会団体と県との連携というのが意見として多い すよ

ね。業界と県が定例的な会議を持ち合わせながら対応してきた経過があるのか、もしくは、今後そういっ

たものに対して業界の意見を集約するような会議等を持ち合わせる御意向があるのか、結果的にはそう

いったことが入札不調の１つの解消にもつながるような気がしてならないなと感じたもの すから、そ

の辺の実態と今後の意見聴取についてのあり方などがあればお聞かせ願い す。 

【建設産業室長】 

現在、不調が発生して以来、業界の方と県も含めた発注者 連絡協議会というのを設け して、そこ

 情報共有をして解決するものは解決し、国の方に要望していくのは要望していくということ 進めて

 いり した。その中 様々な意見が出てき す。最近 はＪＶ制度の拡充や、そういったところが反

映されて、今年の大規模工事は順調に、不調０ はなかった すけれども、大部分受注されたという状

況になってい す。土木部におき しては、今年度、復旧・復興が目に見えるような形にするというこ

と 、年度当初に建設業協会さんと意見交換の場を設けているところ ござい して、今後も必要に応

じてそういう対応をやっていきたいと考えてござい す。 

【入札監理課長】 

 協会団体とのこれ  の定期的な会合打合せにつき しては、ただい 建設産業室長から御説明し 

したとおり ござい して、特に大震災後は建設復旧・復興連絡協議会を本庁と各建設事務所単位 設

け して、密な情報共有、意見交換を行って入札不調対策にそれぞれの御意見を踏 えて具体的な政策

を講じて いり したの 、そういった意味 の連携強化というか、不調対策を少なくするための情報

共有、意見交換等は行ってござい す。これ  も定期的な会合も行っており すし、震災を踏 えた

入札不調対策に特化したような連絡協議会を設けて対応しているという状況は、先ほどの御説明のとお

り ござい す。 

【伊藤委員長】 

定期的というのは、大体どのくらいの頻度 すか。 



 23 

【建設産業室長】 

本庁におけ す復旧・復興連絡協議会は、本年度は２回開催しており す。地方 すが、本年度は浜

通りの方 密度濃くやっており して、不調があ り発生していない会津の方 は、本年度は少ない 

すが０ はないという状況 ござい す。 

【影山委員】 

それはどこが窓口 すか。 

【建設産業室長】 

本庁に関し しては、建設産業室が とめてござい す。出先につき しては、各方部の建設事務所

がヘッドになって実施してござい す。 

【伊藤委員長】 

そういう業界団体といろいろな形 情報共有、意見交換しながらやっていても、なおかつこういう場

 いろいろな要望が出るわけ すよね。多分、もともと県側としては、今の制度の元 はそもそも無理

だよ、というようなことも結構出てきているわけ すよね。その辺をどう受け止めることが きるか、

受け止められないのかという問題なのかなという気がし す。多分、受け止められるものは協議会等の

中 受け止めて、いろいろな改革に繋がっていくと私は理解しており すけれども、今日のお話を聞い

ていろいろな団体によってニュアンスなどが違うの すが、1つ言えるのは、実情にあった柔軟な対応

をしてくださいということだと思い す。そうはいっても きないことがたくさんある、というのが県

側の対応 、例えば、発注の平準化といろいろな団体の方おっしゃい すよね。そう ないと、不調が

出てし う状況がなかなか変えられない。 すが、本当に変えられないことなのかどうか、あるいは法

的な問題、規制の問題あるいは入札制度が持っている透明性 あるとか公平・公正性を担保しなければ

ならない、その辺を考えると、今の状況 は聞き入れられない様々な要望があったのかなという気がし

 す。 

ただ、こういう緊急的な状況 すの 、今日の御説明を聞いていて感じるのは、ちょっと抽象的な言

い方になるかもしれ せんが、県側、事務局側としては、一定の制約条件の元 なるべくベストを尽く

し しょうということだと思い す。お役所というのはそういうことだと思い すが、もう一歩踏み出

て制約条件自体が変えられるの はないか、あるいは変えられる制約条件もあるの はないかというと

ころ  一歩踏み出ないと、多分不調はなかなか解消も きないし、いろいろな業界が怒っていて、要

望とか不満もきっちり理解していただいて、 きるものは きる、 きないものは きないん すよと

説明し納得していただかなければならないの はないかという気はし す。 

業界側としてみれば、いろんな制約があることはわかっているの すが、それを超えたところ なん

とかやってくれというのが、多分彼らの主張、言いたいところなのだという気がし す。 

あとは元請下請関係の問題 、例えば先ほどの社会保険の問題にしても、社会保険をちゃんと入らせ

ようというのが県側の立場だったら、それをきちんと担保するような制度を作ってくださいよ、という

ことだと思うの すね。一方 ちゃんと入ってくださいと言いながら、一方 必ずしも担保出来ないよ

うな現状になっていると、その辺のちぐはぐがあるの はない しょうか。 

ちょっと抽象的な話 申し訳ないの すがもう少し。 

ＴＰＰのこと すが、２、３回前の会議 お話したの すが、先がかなり読めない状況だと思うの 

すが、今日、業界の方が事前にいろいろ準備をしておかないといけないよ、というようなことをおっ

しゃったの すが、どういうことになるのかわからないの 準備のしようがない、というのも現状なの

かなと思っており す。ただ、黒船がやってくるようなもの すから、どういうことが起こるのか予想
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がつかない。ただ、起こったことについては、我々はちゃんと対応していかなくてはいけないというこ

と あり すの 、覚悟はしておかなくてはいけないという気持ち す。 

【齋藤委員】 

先ほどの法定福利費の話なの すが、別枠 分離するということはこれを具体的に先取りという、そ

れは元請だけ はなく下請、孫請けというようにそれをきちんとフォーマット化して守りなさいという

ように、行政指導とは言わないの すけれども、そういうような要請をする、規制をするということを、

県としてはお考えになられるの しょうか。それはそんなに難しいこと はないような感じがし すけ

れども。 

【建設産業室長】 

先ほどの法定福利費の話 すが、結局下請業者が元請業者に見積書を提出するときに、法定福利費は

どれぐらい入った形 見積を提出し すと出すように、標準見積書というものが今年の９月から定めら

れて運用され、それについては私の方からも各業界へ、それから国の方からも業界に徹底してください

ということはやっていて、先ほど建設業協会からだったと思い すが、その辺は徹底してやっていると

いうような発言もござい した。そういった形 、徹底は図っているというところ ござい して、一

方 、入札監理課さんの方 元下調査に行ったときには中身もチェックしているというような形 進め

ているところ ござい す。 

【齋藤委員】 

それはフォーマットとして すね、その項目を分けるというか、内訳を明記するというようなフォー

マットを作られているか、あるいはそういうものを作らないようにしているかということ 伺いたいの

 すけれども。それをその中に項目として一つの中に含 れていたの しょうか。 

【建設産業室長】 

それは各業界団体 定めてござい して、もう大部分、９９％近いところ このフォーマットは定め

て実行されてい す。 

【齋藤委員】 

別枠 、という意味 すか。 

【建設産業室長】 

別枠 明示した見積書を使ってやるのだということを、大部分の業界 定めてござい す。 

【伊藤委員長】 

  も、先ほど下請けの業界は、今のフォーマット は不満だというニュアンス おっしゃって した

よね。新しいフォーマットはあ り御理解されていないということなの すか。 

【技術管理課長】 

先ほどの受注者の方は、たぶん発注者側が明確に福利費はいくらだ、ということを明示してはどうか

ということだと思い す。先ほども言い したように、物をつくる場合に私どもは、総価契約というこ

と 、物が きていくらということ 、その作業員が何人ということに対して福利厚生はいくらとかそ

こ  算出とかしてい せんの 、その辺の表示は今のところ難しい状況 ござい す。 

【齋藤委員】 

算出は、下請けなり孫請けなり、いろいろなところ 算出するのだと思うの すよ。それを県が難し

いとおっしゃるのは、よく理解 き せんけれども。 

【技術管理課長】 
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私の方 は補助事業等をやっており、国の方の動きもあり すの 、その明示などはどうするのかと

いったことは、今後の国の動き等を見ながら考えていきたいと思い す。 

【芳賀委員】 

県の方 中身を明示するのは不可能だと思うの すね。例えば、現場管理費というものを 1つとって

も、これは積上げ はないの すよね。いろいろな形の費目をプールしたものなの すね。 すから、

ほとんど不可能な話だと思うの す。全ての一般管理費だって積上げ はない。 すから、これを役所

の方に求めるというのは全く困難 はないかと私は思い す。 

それから、先ほど専門工事業の方がおっしゃっており した賃金関係 すね。私の聞き違いかどうか

わかり せんけれども、いわゆる賃金の中にいろいろな、例えば賃金のみならず、使っている器具だと

かそういうもの  含ん 、という話があり したよね。賃金ベースは今の設計単価は一切そういうの

を考えており せんから、純粋に労務者に支払ったもの、という形 しか見られていないの すよ。そ

うすると、そこ  考えている専門工事業者と、最初から意見は一致しないわけ すよ。 

そういう問題もあると思うの す。先ほど意見提出の用紙を見ていたら、社会保険関係の費用や福利

費の費用を上積みしてほしいとあるの すが、そのベースさえわからない すよね。これは全て一式工

事 出て すから、その中のものが具体的にならないと、その請求しているものが正しいのかさえ、元

請も下請もわからないというようなことも、これから見て取れる気がするの すね。 すから、ここ 

この話をいくら論じていても結論は出ないだろうなと私は思い す。 

【齋藤委員】 

建設工業新聞にその結果が載っていたの 先ほどから見ていたの すけれども、社会保険未加入対策

推進協議会 法定福利費を内訳明示した標準見積書の一斉活用を申し合わせたことに配慮し、社会保険

料相当額を含めた請負契約を締結することなどを求めている。そう書いてあったもの すから、それを

受けて国交省に管理発注者に協力要請しているように書いてあったもの すから、それは今すぐ きな

いかは知らない すが、こういう方向に向かっているのかなと思ったの す。 

【芳賀委員】 

見積書等が出た中 、それが元請と下請という関係の中 、出てきたからわかり したよということ

にはならない。つ り、常に双務契約の中 協議をする、そしてそれが妥当かどうかの疑義が出る。そ

して、建設工事の場合 すと、専門工事の 1つだけ はなくて、場合によっては５工種とか入っている

わけ すから、なかなかその辺も調整も大変だろうし、基本的には難しいと思い す。ただ、率のなか

 何％だったか忘れてし ったの すが、現場管理費 すと失格基準の問題 、その基準よりも会社は

競争するために経費を落とし すからね、そうすると必ずこういうことというのは１００％ ないと払

いきれないという問題が出てくるはず す。元請が下請に１００％払うという事はほとんど きない。

現実問題として、そこをどう考えていくのか。 

【伊藤委員長】 

 いくつか論点があるのかなと思ったの すが、そもそも法定福利費以外のものをきっちり見積ること

が きるのかどうかという問題と、別立て そういうことを書いたとしても、その部分が本当に別立て

 確保されて支払えるかというとそう はなくて、他の所がちょっと減らされて、その部分を増やす 

は結局元の木阿弥ということになってし うという可能性があるということ すね。だから、元下関係

の中 はそういうことも十分にあり得るということ すね。いわゆる消費税みたいに全体に対して何％

と決 っていれば明らかに払っていかなければならないものなの すが、必ずしもそう はない部分 
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いろんな形 １００％確保 きるということにはならない可能性はある。ただ、こういう見積書が出て

きたことは一歩前進 きたかなという気はし すけれども。 

【芳賀委員】 

私は、建設産業という立場 元下関係の適正化ということがとても大切なことだと思っており す。

そういう懇談会というのを立ち上げており して、来月１０日に理事会等を開催し、元下関係の適正化

 大きなスローガンを掲げ、それを とめて協会団体、業界に流そうということを予定してい すが、

ただこれも本当に、先ほどから言うように、例えば労務費を上げ したといっても現場経費の部分 上

がるものと、直接工事費の中の人件費 上がる部分と２つある。直工費の中 上げる人件費というもの

の中 、今度の設計単価はそこの部分の社会保険料をみているはず すよね、そういうこともあるもの

 すから、全てが全て論理的に解決されないと。 

総合評価の件についても、評価項目を言うのは自由 すから、聞く方も た柔軟性をもって聞かなく

てはいけないの しょうけれども、どんな形 あっても総合評価は、結論は大きなある程度条件を満た

せるような体質にある企業 ないと駄目なの す。いくら見直しても順番が大きく変わることはないの

 す。そこのところをどうしていくのかという大前提を県 考えるのか。しかし、業界の立場 言うの

は大変難しさもあるけれど、これは業界が言っている１つのエゴ すよ。どんなことやったって必ず改

善すれば たそこの問題も、例えばの話 すが、消防団の問題一つにしても上げろ下げろと、そういう

話 すよね。 すから、例えば先ほど自己申告しなさいと、そしてこれは恣意が働くからとおっしゃっ

てい したが、恣意が働かない方法も きるわけ すよね、簡単に言ってし えばこのベース以外から

 てきたものはダメだと、役所 抑えればいいだけの話 す。パフォーマンス的にはいろんなことが言

えるし、やっているのだけれども、いずれにしてもこの問題については、建設産業のビジョンが きた

時に、不良不適格業者を落としていくというのを原点にしてスタートしているはず すから、今の総合

評価を私は優れていると思っているの す。ただ、いくつかの手直しや対応を、総合評価 どこからし

ていくべきなのか。ついては、地域においても先ほどの個人事業の方が１千万円未満とか云々、果たし

てそれは総合評価がいいのかなという思いはあり すけれども、そういう部分 の見直しぐらいしか 

きないのが現実 はないのかなと私は思っており す。 

【伊藤委員長】 

 総合評価方式の件 、先ほど自己申告的にという話があり したよね。今のやり方 いくと基本的に

技術力などは客観的にしようがない すが、地域貢献とか社会貢献とかという部分は県が決めているわ

け すよね。こういうことを社会貢献、地域貢献という項目に含 れ すと、それに合うように彼らは

行動をするわけ す。そういう事例は多分いくつかあると思うの すけど、そう はなくその中に含 

れないような会社独自の、地域独自のいろいろな社会貢献とか地域貢献をやっているのだから、その部

分を認めてというのが御主張だと思い すが、それを恣意的 はなく客観的にやれる方法というのは、

先ほど言われたように多分あるの はないか。すべて社会貢献、地域貢献を県が決めた項目の中に納め

ようということ自体、ある意味 はちょっと県側の横暴というか、いろいろな地域とか会社 いろいろ

な現状によって、地域貢献の仕方とか社会貢献の仕方というのが当然異なる部分があるわけ すから、

その辺を考慮して酌ん ということは、全く不可能な問題 はないような気はし す。それも一つのあ

り方なのかなという気はし す。そのことと、もう一つは入札制度の合理性という、客観的にきちんと

 きるのかという少し相反する問題はあるとは思い すが、それも解決 きない問題 はないのかなと

思っており す。 

【新城委員】 
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２つござい す。１つは今の点 すが、私も恣意的になってし うの はないかという回答がござい

 したが、恣意的にならないためにはどうしたらいいかというような発想はいかがかなと。基本的には

きっといい感じの総合評価だとは思うの すが、何か改善点はないかなというところも検討していく作

業は大事なもの はないかと思い す。 

もう１点は質問 す。入札最低価格 すが２％上がり して８７から９２％ということ すが、その

ものによって、これは最低価格が９０％とか９２％とかあるの すが、それはどなたがどのように決め

ていらっしゃるの しょうか。 

【入札監理課長】 

 ず２点目の最低制限価格の設定につき しては、基本的には発注機関 、その一定の水準の幅の中

 設定しており す。工事については、予定価格の概ね８７％から９２％程度の水準 最低制限価格を

設定させていただいており すが、本県の場合は中小企業振興の視点 あり すとか、さらにはスケー

ルメリット、工法の改善、工夫によって工事規模が大きくなればなるほど、コストを削減 きる可能性

があるということ 、基本的には小規模な工事ほど最低制限価格等の水準が高くなるように考慮して設

定しているということ 、発注機関がその水準の枠の中 設定してい す。 

先ほど委員長からも総合評価方式の評価項目の自己申告制については、恣意的 ないやり方があるの

 はないかと、 た、新城委員からも重ねて御意見をいただき したが、我々が１つの方法として考え

てい すのは、全く真っ新な白紙の状態 業者さんが自己申告ということ はなくて、今既に行ってお

り すように、選択項目ということ 、今よりも選択肢を増やし、その中から業者さんが貢献している

項目を選ん 選択 きる加点制度 、現在も行っており す選択項目の項目数を増やす中 の対応のよ

うなやり方も可能かなと考えているものはござい すし、ボランティア活動という項目が既にござい 

す。一定程度のボランティア活動については、この中 評価していくものもござい すの 、その他に

具体的に業者さんが主張されるような、どういう項目があるのかを業界との意見交換会等を通じて情報

を具体的に入手し、それを現在の評価項目に新たな選択肢 加えるのか、それとも独立の評価項目とし

て設定するのかも含めて、今後柔軟に検討して いりたいと考えてござい す。 

【田崎委員】 

自己申告のことについては、意見があったときから、自分の中 はどんなことなのだろうかなと思っ

ていたの す。やはり自己申告となると、自分の事業を売りこみたい、優位性を持たせたいということ

 、それぞれのところ 違った項目が出てくるだろうと思うの す。そういった場合に、どの項目が一

番いいのか、順番はどうするのかということ 、とても難しくなるの はないかなと思い す。 すか

ら、現在の評価項目については以前見直しがされており すの 、その結果を少し見ないと、今すぐこ

うしろとかああしろというよりは、 ず現在のそういったところ 多少問題点がみられるの あれば、

そういったところをチェックしていくというように、有効に活用しているの あれば、その点をもう少

し伝えていただくといったことをしないと、やはり先ほどおっしゃったようにその業界 言うのは勝手

なのだろうとは思うの すよね。ただ、それをこちら 活用するとなるとすごく広範囲 難しいなと思

い した。 

【齋藤委員】 

 それをどのように取捨選択していくかという問題は別として、そういう要望があったこと もあり 

すの 県、発注側からの独断ということ はなく、現場から具体的にこうしてほしい、ああしてほしい

ということをあげてもらって、それをテーブルに乗せて検討するというのはどう しょうか。 

【伊藤委員長】 
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それは先ほどおっしゃったのと通じるところ すよね。 

【入札監理課長】 

そういう視点から柔軟に検討して いりたいと考えてござい す。 

【伊藤委員長】 

 よろしい しょうか。次に、「その他」に移り す。委員の皆様から、何かござい すか。なければ

事務局から何かござい すか。 

【建築住宅課主幹】 

（資料「福島県設計者・施工者一括選定型復興公営住宅整備事業について」により説明） 

【伊藤委員長】 

 復興公営住宅を造るという意味 は反対するもの はあり せんが、この方式を導入するということ

は入札制度そのものの問題 すね。つ り、今  の、従来どおりの入札制度 はなく、新しい仕組み

を取り入れるということ すよね。そのことについて、これは事後報告 すよね。既にやっているとい

うこと すよね。少なくとも、時間的な問題もあるかもしれないの すが、事前にこういう方式をとる

ということは、この委員会に説明されるべきものだったの はない すか。 

【入札監理課長】 

 確かに事後報告になってし い して、大変申し訳あり せん。前回の監視委員会の際に議題として

上げる事を検討していたの すが、残念ながらその時点 はこのスキームが固 ってい せん したの

 、本日の御報告になってし い した。 

一点だけ申し上げたいのは、確かに、従来は、この設計施工一括選定方式という手法は行なっており

 せん。設計は設計、施工は施工として分離分割発注を行なってき したが、それを今回、先ほど御説

明し した復興公営住宅の整備の加速化を図るために、一括選定するということ 試行したいというこ

と す。 

一括選定するにあたっては、従来の公募型プロポーザル方式を活用させていただく中 、限りなく現

行制度との整合性を図りつつ、多少、枠ぎりぎりのところになっている部分は、御指摘のとおりあるか

もしれ せん。従来型の公募型プロポーザル方式の中 御説明した定量的事項、定性的事項を客観的な

評価基準として公表した上 選定を行なう事によって、客観性、透明性、公正性を担保していき す。

その中において、設計者、いわゆる建築士事務所と施工者の一括選定事務を行なうという手法 す。初

めての試み はあり すが、我々としては限りなく現行制度の枠組みぎりぎりの中 、復興加速化を図

るための一つの取り組みとして、試行する事になったということ す。 

本日、事後報告となったことについては、大変申し訳なく思っており す。 

【伊藤委員長】 

 細かい所がいろいろあって、指摘するところはたくさんあると思い す。例えば、選定委員会 、客

観的な選定が本当に担保 きるかというような問題も含めて、これがプロポーザル方式にふさわしい公

共事業なのかどうか等、いろいろあるの すが、復興を加速化するという意味 は重要なこと すし、

この方法は効果があると思い す。ただ、後になって、これは不正を生む仕組みになってし ったよね、

等といったようなことが起こらないように十分配慮していただきたいと思い す。少なくとも、普通の

入札制度よりは、そういう可能性が少しは高いもの あることは間違いないと思い す。 

【齋藤委員】 
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今の件に関してなの すが、今朝の産経新聞 気になって持ってきたの すが、今おっしゃったのは

システムというかスキームというのは、コンストラクションマネジメント方式というのとは違い すか、

それとも同じもの すか。 

【入札監理課長】 

 違い す。異なり す。 

【齋藤委員】 

一括発注方式だということと復興を加速するということと、ちょっとツーペイするものがあるもの 

すから少し気になったわけ す。復興加速というのは非常に今喫緊の課題 すから、それは結構なこと

だと思うの すが、この新聞の記事にもあるように談合助長の懸念があると、それは誰もが懸念すると

ころ はないのかなと思ったもの すから、一言申し上げたいと思い した。 

【伊藤委員長】 

 その他、事務局から何かござい すか。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

 次回委員会等の日程調整のため、皆さ のお手元に１２月分、１月分、２月分の日程確認表を配付い

たし した。２月分につき しては、現在わかる範囲 結構 す。 

 御面倒 も１１月１９日火曜日頃  に事務局へ御提出いただき すようお願いいたし す。 

【伊藤委員長】 

その他、事務局から何かござい すか。よろしい しょうか。 

 なお、本日の意見聴取の結果については、今後の入札制度の検討に活かしていかなければならない課

題 あると認識しており すの 、事務局の方 要約して各委員へ配付してください。 

 本日の議事については、これ 終了いたし す。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

以上をもち して、「第４５回福島県入札制度等監視委員会」を閉会とさせていただき す。ありが

とうござい した。 


